
弁護士による

無料法律相談

☆相談定員　7組

☆相談時間　9時 30分～ 12時 00分
　　　　　　※相談時間は 1組につき 20分以内
☆予約受付日　令和 6年 5月 7日（火）から
　　　　　　　※定員になり次第、締め切らせていただきます。

☆予約受付方法
　　長与町社会福祉協議会へ来所、または電話で
　　お申し込みください
　　※内容によっては、弁護士が対応できない場合もあります。相談受付
　　　の可否は事前に予約者に連絡いたしますので、ご了承ください。

開催日

問合せ

場　所

令和６年

長与町老人福祉センター

（土）5/25

長与町社会福祉協議会
心配ごと相談所 TEL 883-7755　事務局 TEL 883-7760


